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造林事業の実施については、鳥取県造林事業実施要綱（平成１７年１月２７日付第２０

０４００００１５５７号鳥取県農林水産部長通知。以下「実施要綱」という。）、鳥取県造

林事業費補助金交付要綱（平成１４年８月２日付森保第３３６号鳥取県農林水産部長通知。

以下「要綱」という。）によるほか、この要領によるものとする。 

 

第１ 事業区分、事業内容等 

造林事業の区分毎の事業内容、対象事業の範囲、事業主体及び事業規模等は次のとおり

とする。 

１ 森林環境保全直接支援事業 

   本事業は、実施要綱に規定する森林環境保全直接支援事業を次により実施するものと

する。 



（１）事業内容 

ア 人工造林 

   優良な育成単層林の人工林の造成を目的として行う地拵え、植栽（大苗の植栽を含

む。）、播種、施肥、低質林等における前生樹の伐倒、除去とする。 

イ 樹下植栽等 

   次の（ア）又は（イ）のいずれかに該当するものとする。 

（ア）優良な育成複層林の造成を目的として上層木がⅢ齢級以上の林分（「長期育成循

環施業の実施について」（平成１３年３月３０日付け１２林整整第７１８号林野庁長

官通知。以下「長期育成循環施業通知」という。）に定める長期育成循環施業の対象

森林にあっては上層木がⅩ齢級以上の人工林）において行う地拵え、樹下への苗木

の植栽又は播種、施肥、不良木の淘汰、植栽・播種に伴って行う地表かき起こし及

び不用萌芽の除去。 

（イ）天然更新による森林の育成を目的として行う地拵え、天然稚幼樹の発生・育成

を促す地表かき起こし及び稚幼樹が少ない場合の植栽（植栽後の確実な成林を図る

ため必要があるときは大苗の植栽）又は播種、施肥、不用萌芽・不用木の除去、不良

木の淘汰、巻枯らし及び林木の枝葉の除去。 

ウ 下刈り 

   植栽により更新したⅡ齢級以下（複層林においては下層木がⅤ齢級以下）の林分又

はその他の方法により更新したⅧ齢級以下（複層林においては下層木がⅧ齢級以下）

の林分で行う雑草木の除去及びこれに併せて行う施肥とする。 

エ 雪起こし 

   植栽により更新したⅤ齢級以下の林分、又はその他の方法により更新したⅧ齢級以

下の林分で行う雪圧倒伏木の倒木起こし（オの倒木起こしに該当するものを除く。）と

する。 

オ 倒木起こし 

   植栽により更新したⅤ齢級以下の林分において行う火災、気象災、病虫害等による

倒伏木の倒木起こしとする。 

カ 枝打ち 

   次の（ア）～（ウ）のいずれかに該当するものとする。 

（ア）Ⅵ齢級以下の林分において行う林木の枝葉の除去 

（イ）ⅩⅡ齢級以下の林分において間伐と一体的に行う林木の枝葉の除去 

（ウ）ⅩⅧ齢級以下の林分において更新伐と一体的に行う林木の枝葉の除去 

キ 除伐 

   下刈りが終了したⅤ齢級以下（天然林にあってはⅩⅡ齢級以下）の林分において行

う不用木（侵入竹を含む。）の除去、不良木の淘汰とする。 

ク 保育間伐 

   Ⅶ齢級以下（天然林にあっては 齢級以下）の林分又は伐採しようとする不良木の

胸高直径の平均が１８センチメートル未満の林分において行う、適正な密度管理を目

的とする不用木（侵入竹を含む。）の除去及び不良木の淘汰とする。 

ケ 間伐 



   ⅩⅡ齢級以下（ただし、地域の標準的な施業における本数密度をおおむね５割上回

る森林又は立木の収量比数がおおむね１００分の９５以上の森林についてはこの限り

ではない。）の林分又は森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１１条に規定する森林

経営計画（以下「森林経営計画」という。）に基づいて行うものであって森林法１０条

の５に規定する市町村森林整備計画（以下「市町村森林整備計画」という。）に定めら

れる標準伐期齢（以下「標準伐期齢」という。）に２を乗じた林齢以下の林分において

行う、適正な密度管理を目的とする不用木（侵入竹を含む。）の除去、不良木の淘汰及

び搬出集積とする。 

コ 更新伐 

   ⅩⅧ齢級以下の林分又は森林経営計画に基づいて行うものであって標準伐期齢に２

を乗じた林齢以下の林分（長期育成循環施業の一環として実施する場合はⅩ齢級以上

の場合に限る。）において行う、育成複層林の造成及び育成、人工林の広葉樹林化の促

進並びに天然林の質的・構造的な改善のための適正な更新を目的とする不用木（侵入

竹を含む。）の除去、不良木の淘汰、支障木やあばれ木等の伐倒、搬出集積及び巻枯ら

しとする。 

サ 付帯施設等整備 

   次の施設等の整備であって、ア～コのいずれかの施業と一体的に実施するもの（た

だし、（ア）のｂについてはこの限りではない。）とする。 

（ア）鳥獣害防止施設等整備 

ａ 施設等整備 

    健全な森林の造成・保全を目的として行う野生鳥獣による森林被害の防止、野生

鳥獣の移動の制御等を図るための鳥獣害防止施設等の整備とする。 

ｂ 施設改良 

既設の鳥獣害防止施設（市町村森林整備計画に定められる鳥獣害防止森林区域の

ものに限る。）の改良とする。 

（イ）林内作業場及び林内かん水施設整備 

    森林造成・整備に付帯する苗木仮植場、資機材置場、間伐材搬出集積等の林内作

業場及び林内かん水施設の整備とする。 

（ウ）林床保全整備 

    造林地の保全を目的として行う下層植生の誘導により土壌の適性維持を図るため

の枝葉の除去、客土、整地、耕うん、植栽、播種、施肥及び雑草木の除去並びに間伐

材等の活用による小規模で簡易な排水工・編柵工・土留工等とする。 

（エ）荒廃竹林整備 

    周辺の森林を被圧しつつある荒廃竹林の整備とする。ただし、ア～コのいずれか

の施業と一体的に実施するものに限ることとし、全体事業量の中で荒廃竹林整備の

事業量がア～コの施業に係る事業量を超えないものとする。 

シ 森林作業道整備 

   継続的に使用され、かつ、「森林作業道作設指針の制定について」（平成２２年１１

月１７日付け２２林整整第６５６号林野庁長官通知）に基づき都道府県が作成した森

林作業道作設指針に則る作業道（以下「森林作業道」という。）の開設及び改良（暴風、



こう水、高潮、地震、その他の異常な天然現象により被害を受け、通行不能となった森

林作業道の復旧を含む。以下同じ。）であって、ア～コのいずれかの施業と一体的に実

施され、かつ、第２の２の（１）に規定する事前計画に記載された既設の林内路網の状

況から見て当該事前計画に記載された林内路網の整備の目標を達成するために整備す

ることが相当であると都道府県知事（以下「知事」という。）が認めるものとする。 

（２）事業主体 

 次のいずれかの者とする。 

 ア 都道府県 

 イ 市町村 

 ウ 森林所有者 

 エ 森林組合等（森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会をいう。以下同じ。） 

オ 森林整備法人等（森林整備法人、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平

成 18 年法律第 48 号）第２条第１号に規定する法人（造林を行うことを主たる目的と

している法人であって、地方公共団体がその社員であるもの又は地方公共団体がその

基本財産の全部若しくは一部を拠出しているもの）をいう。以下同じ。） 

カ 特定非営利活動法人等（森林法施行令（昭和 26 年政令第 276 号）第 11 条第７号に

掲げる特定非営利活動法人等をいう。以下同じ。） 

キ 森林法施行令第 11 条第８号に規定する団体（以下「森林所有者の団体」という。） 

 ク 森林経営計画の認定を受けた者（以下「森林経営計画策定者」という。） 

ケ 特定間伐等促進計画（森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法（平成 20 年法

律第 32 号）に規定する特定間伐等促進計画をいう。以下同じ。）において特定間伐等

の実施主体に位置づけられた者 

コ 森林経営管理法（平成 30 年法律第 35 号）第 36 条第２項の規定により都道府県が公

表した民間事業者（以下「民間事業者」という。） 

（３）事業規模等 

（１）のアからコまでについては、１施行地の面積が０．１ヘクタール以上 

これに加えて、間伐及び更新伐については、次のアからウまでのいずれかに該当する

もの 

ア 森林経営計画に基づいて行う場合は、要綱第５条第１項に定める補助金の交付申請

ごと、かつ、森林経営計画ごとに、次の（ア）又は（イ）のいずれかに該当するもの。 

（ア）間伐及び更新伐の施行地の面積の合計が５ヘクタール以上、かつ、間伐及び更

新伐のそれぞれの伐採木の搬出材積の合計を、それぞれの当該施行地の面積の合計

で除して得た値が１ヘクタール当たり 10 立方メートル以上。ただし、「民有林と協

調した森林整備等を推進するための地方公共団体等との協定の締結要領」（平成１５

年４月２２日付け１４林国経第３５号林野庁長官通達）に基づき締結された森林施

業の一体化を図る団地（以下「森林共同施業団地」という。）の設定に係る協定の対

象となっている民有林（以下「森林共同施業団地対象民有林」という。）で実施され

る場合にあっては、１森林共同施業団地当たりの施行地の面積が２．５ヘクタール

以上（１森林経営計画の対象森林である場合に限る。）、かつ、間伐及び更新伐の施

行地の面積とこれらと一体的に実施されたと認められる国有林の間伐及び更新伐に



相当する施行地の面積の合計が５ヘクタール以上。また、１森林経営計画内におい

て間伐及び更新伐を実施すべき施行地の面積の合計が５ヘクタール未満の場合は、

原則として当該施行地の全てにおいて間伐及び更新伐を実施、かつ、間伐及び更新

伐のそれぞれにおいて、伐採木の搬出材積の合計を当該施行地の面積の合計で除し

て得た値が１ヘクタール当たり１０立方メートル以上 

（イ）（ア）に該当しない施行地のうち、過去に森林環境保全直接支援事業の間伐が実

施されておらず、（ア）に該当施行地（当該施行地が複数存する場合はそのいずれか

の施行地）と隣接又は路網で直接接続している施行地について、（ア）に該当する施

行地と一体的に施業を実施する場合にあっては、当該施行地の面積の合計が（ア）

に該当する施行地の面積の合計以下。 

イ 特定間伐等促進計画に基づいて行う場合は、「多様な森林整備促進のための集約化の

促進について」（平成１９年３月３０日付け１８林整整第１２５０号林野庁長官通知）

に定める集約化実施計画の対象森林又は森林共同施業団地対象民有林で実施する場合

に限るものとし、間伐及び更新伐のそれぞれにおいて、要綱第５条第１項に定める補

助金の交付申請ごと、かつ、集約化実施計画ごとに、施行地の面積の合計が５ヘクタ

ール以上であり、かつ、伐採木の搬出材積の合計を当該施行地の面積の合計で除して

得た値が１ヘクタール当たり 10 立方メートル以上。ただし、森林共同施業団地対象民

有林で実施される場合にあっては、１森林共同施業団地当たりの施行地の面積が２．

５ヘクタール以上、かつ、間伐又は更新伐の施行地の面積とこれらと一体的に実施さ

れたと認められる国有林の間伐又は更新伐に相当する施工地の面積の合計が５ヘクタ

ール以上 

ウ 森林経営管理法第３５条第１項に規定する経営管理実施権配分計画（以下「実施権

配分計画」という。）に基づいて行う場合は、アの規定を準用するものとし、この場合

において、「森林経営計画」とあるのは「実施権配分計画」と読み替えるものとする。 

（４）補助金額 

ア 補助金額は、標準経費に査定係数の百分の一と補助率を乗じて求める。 

イ 標準経費は標準単価に事業量を乗じて求めたものとする。 

ウ 査定係数は、次のとおりとする。 

（ア） 次のａ～ｃのいずれかに該当するもの：１７０ 

ａ 人工造林及び樹下植栽等について、森林経営計画の認定を受けた者、特定間伐

等促進計画において特定間伐等の実施主体に位置づけられた者又は実施権配分計

画において経営管理実施権の設定を受けた民間事業者（以下「計画策定者等」と

いう。）が、当該各計画（以下「森林経営計画等」という。）に基づいて行った樹

木の伐採の跡地において森林経営計画等に基づき行うもの、又は、森林法第１０

条の８に規定する伐採及び伐採後の造林の届出（以下「伐採造林届出」という。）

書を提出した上で行った樹木の伐採の跡地において森林経営計画等に基づき行う

もの（新たに森林法第５条に規定する地域森林計画（以下「地域森林計画」とい

う。）の対象民有林となった林分において行うものその他伐採造林届出を要しない

場合を含む。） 

ｂ 間伐及び更新伐について、計画策定者等が森林経営計画等に基づいて行うもの、



又は、森林経営計画策定者が森林経営計画の対象森林を含む林班（以下「森林経

営計画対象林班」という。）内及び森林経営計画対象林班と隣接し路網で直接接続

する林班（以下「隣接林班」という。）内で森林経営計画に基づいて行うものと一

体的に行うもの 

ｃ その他の事業内容について、計画策定者等が森林経営計画等に基づいて行うもの 

（イ）次のａ又は bのいずれかに該当するもの：９０ 

ａ 人工造林及び樹下植栽等について、伐採造林届出書に基づいて行うもの（新たに

地域森林計画の対象民有林となった林分において行うものその他伐採造林届出を要

しない場合を含む。） 

b 下刈り、雪起こし、倒木起こしについて、（ア）のｃに該当しないもの。 

エ 補助率は、要綱によるものとする。 

 

２ 特定森林再生事業 

  本事業は、実施要綱に規定する特定森林再生事業を次により実施するものとする。 

（１）森林緊急造成 

  自然条件等の理由で更新が困難な森林について、地方公共団体と森林所有者による協

定等に基づいて行う人工造林等とする。 

ア 事業内容 

（ア）人工造林 

   １の（１）のアに準ずる。 

（イ）樹下植栽等 

   １の（１）のイに準ずる。 

（ウ）下刈り 

   １の（１）のウに準ずる。 

（エ）雪起こし 

   １の（１）のエに準ずる。 

（オ）倒木起こし 

   １の（１）のオに準ずる。 

（カ）除伐 

   １の（１）のキに準じる。 

（キ）付帯施設等整備 

次の施設等の整備であって、（ア）～（カ）のいずれかの施業と一体的に実施する

もの（ただし、ａの（ｂ）についてはこの限りではない。）とする。 

ａ 鳥獣害防止施設等整備 

（ａ）施設等整備 

    １の（１）のサの（ア）のａに準ずる。 

（ｂ）施設改良 

    １の（１）のサの（ア）のｂに準ずる。 

ｂ 林内作業場及び林内かん水施設整備 

     １の（１）のサの（イ）に準ずる。 



ｃ 林床保全整備 

     １の（１）のサの（ウ）に準ずる。 

ｄ 荒廃竹林整備  

     １の（１）のサの（エ）に準ずる。（ただし、１の（１）のサの（エ）において

「ア～コ」とあるのは、「（ア）～（カ）」と読み替える。 

（ク）森林作業道整備 

    森林作業道の開設及び改良であって、（ア）～（カ）のいずれかの施業と一体的に

実施されるものとする。 

イ 事業主体 

（ア）都道府県、市町村（ただし、事業主体が自ら所有する森林以外で森林所有者と

協定を締結した森林、森林経営管理法第４条の規定により市町村が経営管理権の設

定を受けた森林、又は、寄付や分収林契約解除等により公有化した森林で実施する

場合に限る。） 

（イ）森林整備法人等、森林組合等、特定非営利活動法人等、民間事業者（ただし、

事業主体が自ら所有する森林で実施する場合を除くこととし、都道府県及び市町村

にあっては森林所有者と、都道府県又は市町村以外の事業主体にあっては地方公共

団体及び森林所有者と協定を締結した場合に限る。） 

ウ 事業規模等 

   アの（ア）～（カ）については、１施行地の面積が 0.1 ヘクタール以上。 

エ 補助金額 

（ア）補助金額は１の（４）のアに準ずる。 

（イ）標準経費は１の（４）のイに準ずる。 

（ウ）査定係数は次のとおりとする。 

ａ 森林法第２５条に規定する保安林及び森林法第１０条の５第２項第５号に規定

する公益的機能別施業森林のうち水源涵養機能維持増進森林又は山地災害防止／

土壌保全機能維持増進森林に定められた森林において行うもの：１８０ 

ｂ その他：９０ 

（エ）補助率は１の（４）のエに準ずる。 

（２）被害森林整備 

   気象害等による被害森林であって、自助努力等によっては適切な整備が期待できな

い森林において、事業主体が森林所有者等との協定に基づいて行う人工造林等とする。 

ア 事業内容 

（ア）人工造林 

   １の（１）のアに準ずる。 

（イ）樹下植栽等 

   １の（１）のイに準ずる。 

（ウ）下刈り 

   １の（１）のウに準ずる。 

（エ）雪起こし 

   １の（１）のエに準ずる。 



（オ）倒木起こし 

   １の（１）のオに準ずる。 

（カ）枝打ち 

１の（１）のカの（ウ）に準ずる。 

（キ）除伐 

   １の（１）のキに準ずる。 

（ク）保育間伐 

   Ⅶ齢級以下（天然林にあってはⅩⅡ齢級以下）の林分又は伐採しようとする不良木

の胸高直径の平均が１８センチメートル未満の林分において行う、適正な密度管理を

目的とする不用木（侵入竹を含む。）の除去、不良木の淘汰及び搬出集積（被害木を含

む。）とする。 

（ケ）更新伐 

   ⅩⅧ齢級以下の林分（長期育成循環施業による場合はⅩ齢級以上の場合に限る。）に

おいて行う、育成複層林の造成及び育成、人工林の広葉樹林化の促進並びに天然林の

質的・構造的な改善のための適正な更新を目的とする不用木（侵入竹を含む。）の除去、

不良木の淘汰、支障木やあばれ木等の伐倒、搬出集積（被害木を含む。）及び巻枯らし

とする。 

（コ）付帯施設等整備 

   次の施設等の整備であって、（ア）～（ケ）のいずれかの施業と一体的に実施するも

の（ただし、ａの（ｂ）についてはこの限りではない。）とする。 

ａ 鳥獣害防止施設等整備 

（ａ）施設等整備 

     １の（１）のサの（ア）のａに準ずる。 

（ｂ）施設改良 

     １の（１）のサの（ア）のｂに準ずる。 

   ｂ 林内作業場及び林内かん水施設整備 

     １の（１）のサの（イ）に準ずる。 

   ｃ 林床保全整備 

     １の（１）のサの（ウ）に準ずる。 

ｄ  荒廃竹林整備  

     １の（１）のサの（エ）に準ずる。（ただし、１の（１）のサの（エ）において

「ア～コ」とあるのは、「（ア）～（ケ）」と読み替える。） 

（サ）森林作業道整備 

（１）のアの（ク）に準ずる。（ただし、（１）のアの（ク）において「（ア）～（カ）」

とあるのは、「（ア）～（ケ）」と読み替える。） 

（シ）森林保全再生整備 

   野生鳥獣の食害等により被害を受けた森林において行う、次のいずれかに該当する

ものとする。なお、事業を実施しようとする地域において「鳥獣による農林水産業等

に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」（平成 19 年法律第 134 号。以下「鳥

獣被害防止特措法」という。）第４条第２項に基づく協議会（以下「協議会」という。）



が組織されている場合にあっては、事業実施箇所、事業内容、事業実施期間及び鳥獣

被害防止特措法第４条の２に基づく被害防止計画との関係について、事業主体は協議

会と連絡調整を図るものとする。 

ａ 鳥獣害防止施設等整備 

     野生鳥獣による森林被害の防止、野生鳥獣の移動の制御等を図るための鳥獣害

防止施設等の整備（パッチディフェンス、金網巻等の整備、自動撮影カメラの設

置、忌避植物の植栽等を含む。）及び既設の鳥獣害防止施設（市町村森林整備計画

に定められる鳥獣害防止森林区域のものに限る。）の改良とする。 

ｂ 鳥獣の誘因捕獲 

     誘因捕獲とそれに必要な施設の整備等（給餌施設の整備、採餌木の植栽、誘引

捕獲場所の整備、捕獲個体の処分等を含む。）とする。 

イ 事業主体 

（ア）都道府県又は市町村（自ら所有する森林で事業を実施する場合又は森林所有者

と協定を締結して事業を実施する場合、又は、森林経営管理法第４条の規定によ

り経営管理権の認定を受けて事業を実施する場合に限る。）  

（イ）森林整備法人等、森林組合等、特定非営利活動法人等又は森林経営計画策定者

又は民間事業者（自ら所有する森林で実施する場合でなく、かつ、地方公共団体

及び森林所有者と協定を締結して事業を実施する場合に限る。また、森林経営計

画策定者の場合は、当該者が策定した計画の対象森林を含む林班内に存する森林

において事業を実施する場合に限る。） 

（ウ）森林所有者（地方公共団体と協定を締結し、被害木の伐採、除去、その後の植

栽のいずれかの事業を実施する場合に限る。） 

ウ 事業規模等 

   １施行地の面積が０．１ヘクタール以上であること。 

エ 補助金額 

   （１）のエに準ずる。（ただし、査定係数は１７０とする。） 

（３）重要インフラ施設周辺森林整備 

鉄道、道路、送配電線といった機能が停止した場合に国民生活又は社会経済活動に多

大な影響を及ぼす重要な生活基盤の関連施設（以下「重要インフラ施設」という。）周

辺の森林について、地方公共団体及び森林所有者、重要インフラ施設管理者等による協

定に基づいて実施する人工造林等とする。 

 ア 事業内容 

(ア)人工造林 

１の（１）のアに準ずる。 

(イ)樹下植栽等 

１の（１）のイに準ずる。 

（ウ）下刈り 

１の（１）のウに準ずる。 

（エ）雪起こし 

１の（１）のエに準ずる。 



（オ）倒木起こし 

１の（１）のオに準ずる。 

（カ）枝打ち 

１の（１）のカの（ウ）に準ずる。 

（キ）除伐 

１の（１）のキに準ずる。 

（ク）保育間伐 

２の（２）のアの（ク）に準ずる。 

（ケ）更新伐 

２の(２)のアの（ケ）に準ずる。 

（コ）付帯施設等整備 

次の施設等の整備であって、（ア）～（ケ）のいずれかの施業と一体的に実施す

るもの（ただし、a の（b）についてはこの限りではない。）とする。 

a 鳥獣害防止施設等整備 

（a）施設等整備 

１の（１）のサの（ア）の a に準ずる。 

（b）施設改良 

１の（１）のサの（ア）の b に準ずる。 

b 林内作業場及び林内かん水施設整備 

１の（１）のサの（イ）に準ずる。 

c 林床保全整備 

１の（１）のサの（ウ）に準ずる。 

d 荒廃竹林整備 

１の（１）のサの（エ）に準ずる。（ただし、１の（１）のサの（エ）におい

て「ア～コ」とあるのは、「（ア）～（ケ）」と読み替える。） 

（サ）森林作業道整備 

（１）のアの（ク）に準ずる。（ただし、（１）のアの（ク）において「（ア）～

（カ）」とあるのは、「（ア）～（ケ）」と読み替える。） 

イ 事業主体 

（ア）都道府県又は市町村（自ら所有する森林以外で森林所有者及び重要インフラ施

設管理者と協定を締結して実施する場合に限る。） 

（イ）森林整備法人等、森林組合等、特定非営利活動法人等、民間事業者（自ら所有

する森林で実施する場合でなく、かつ、地方公共団体、重要インフラ施設管理者

及び森林所有者と協定を締結した場合に限る。） 

ウ 事業規模等 

アの（ア）～（ケ）については、１施行地の面積が０．１ヘクタール以上。 

エ 補助金額 

（１）のエに準ずる。（ただし、査定係数は１８０とする。） 

（４）保全松林緊急保護整備 

  森林病害虫等防除法（昭和２５年法律第５３号）第２条第１項第１号に掲げる松くい



虫が運ぶ線虫類により被害が発生している松林において、公益的機能の高い健全な松林

の整備又は樹種転換（同条第 7項に規定する樹種転換をいう。）を行うものとする。 

ア 事業区分 

（ア）保全松林健全化整備 

   「松くい虫被害対策実施について」（平成９年４月７日付け９林野造第１０５号林

野庁長官通知。以下同じ。）に基づき公益的機能の高い健全な松林の整備を行う事業

とし、対象とする事業内容はイのうち衛生伐のみとする。 

（イ）松林保護樹林帯造成 

   「松くい虫被害対策実施について」に基づき樹種転換を行う事業とし、対象とする

事業内容はイのうち衛生伐を除く全てとする。 

イ 事業内容 

（ア）人工造林 

   １の（１）のアに準ずる。 

（イ）樹下植栽等 

   １の（１）のイに準ずる。 

（ウ）下刈り 

   １の（１）のウに準ずる。 

（エ）雪起こし 

   １の（１）のエに準ずる。 

（オ）倒木起こし 

   １の（１）のオに準ずる。 

（カ）除伐 

   １の（１）のキに準ずる。 

（キ）保育間伐 

   １の（１）のクに準じる。 

（ク）衛生伐 

   松くい虫の繁殖源を除去し、松林の健全な育成又は保全を図ることを目的として行

う不用木（被害木及び侵入竹を含む。）及び不良木の伐倒、搬出集積、破砕、焼却、薬

剤処理とする。 

（ケ）更新伐 

   （２）のアの（ケ）に準ずる。 

（コ）付帯施設等整備 

   次の施設等の整備であって、（ア）～（ケ）のいずれかの施業と一体的に実施するも

の（ただし、ａの（ｂ）についてはこの限りではない。）とする。 

ａ 鳥獣害防止施設等整備 

（ａ）施設等整備 

     １の（１）のサの（ア）のａに準ずる。 

（ｂ）施設改良 

     １の（１）のサの（ア）のｂに準ずる。 

ｂ 荒廃竹林整備  



     １の（１）のサの（エ）に準ずる。（ただし、１の(１)のサの(エ)において「ア

～コ」とあるのは、「（ア）～（ケ）」と読み替える。） 

（サ）森林作業道整備 

     （１）のアの（ク）に準ずる。（ただし、（１）のアの（ク）において「（ア）～

（カ）」とあるのは、「（ア）～（ケ）」と読み替える。） 

ウ 事業主体 

   都道府県、市町村、森林所有者、森林組合等、森林整備法人等、森林所有者の団体、

森林経営計画策定者（ただし、当該計画の対象森林を含む林班内に存する森林におい

て事業を実施する場合に限る。）、民間事業者とする。 

エ 事業規模等 

   イの（ア）～（ク）については、１施行地の面積が０．１ヘクタール以上。 

オ 補助金額 

（ア）補助金額は、標準経費に補助率を乗じて求める。 

（イ）標準経費は１の（４）のイに準ずる。 

（ウ）補助率は１の（４）のエに準ずる。 

 

３ 共生環境整備事業 

  本事業は、実施要綱に規定する共生環境整備事業を次により実施するものとする。 

（１）事業内容 

ア  全体計画調査 

   全体計画の策定に必要な調査を行う事業とする。 

イ 共生環境整備 

（ア）森林環境教育促進整備 

    森林環境教育のフィールドを提供するための森林の造成等を目的として行う樹木

等の植栽、客土、捨石、播種、施肥、雑草木・不用木の除去、枝葉の除去、不良木

の伐倒・搬出集積、林間広場の整備並びに森林作業道の開設及び改良等とする。 

（イ）森林健康促進整備 

    医療施設、健康増進施設の周辺においてこれらの施設と連携を図った森林の造成

等を目的として行う樹木等の植栽、客土、捨石、播種、施肥、雑草木・不用木の除去、

枝葉の除去、不良木の伐倒・搬出集積、林間広場の整備並びに森林作業道の開設及び

改良等とする。 

（ウ）市民参加型森林整備 

    市民参加による森林の造成を推進することを目的として行う下草刈りや希少植物

の保全、廃棄物の除去等林床整備、広葉樹等の郷土樹種の植栽、客土、捨石、播種、

施肥、雑草木・不用木の除去、枝葉の除去、不良木の伐倒・搬出集積、野生生物の生

息場所（ビオトープ）に適した水辺環境整備、並びに森林作業道の開設及び改良等と

する。 

（エ）野生生物共生林整備 

    野生生物の生息・生育環境の保全、移動経路の確保を図るための森林の造成、野

生生物の生息場所（ビオトープ）に適した水辺環境整備、原植生の回復整備等を目



的として行う広葉樹・花木・餌木の植栽、客土、捨石、播種、施肥、雑草木・不用

木の除去、枝葉の除去、不良木の伐倒・搬出集積並びに森林作業道の開設及び改良

等とする。 

ウ 付帯施設整備 

エ 林内歩道等整備 

   共生環境整備、管理及び利用者の利便性の確保を目的として行う林内歩道及び森林

作業道の開設及び改良とする。なお、森林健康促進整備については、車椅子や自転車

の通行にも配慮した林内歩道を開設することができる。 

オ 用地等取得 

   有効かつ計画的な土地の利用促進を図るために行う土地及び立木竹の取得とする。 

（２）対象事業の範囲 

  共生環境整備事業の対象とする事業内容は次表のとおりとする。 

なお、絆の森整備事業の市民参加型森林整備は次のとおりタイプを細分する。 

ア 行政支援タイプ 

   森林所有者、市民グループ及び市町村が締結する市民の森林利用に関する協定に基

づき、市民グループが林業体験活動等を行う場所において、市町村等が森林整備を実

施する事業とする。 

イ 市民主導タイプ 

   市民グループ（特定非営利活動法人等（森林法施行令第１１条第７号に掲げる者を

いう。以下同じ。）等が森林所有者から受託して森林経営計画を作成し、又は、特定非

営利活動法人等が森林所有者等と森林法第１０条の１１の第１項に規定する施業実施

協定を締結し、自ら森林の管理・整備を実施する事業とする。 

ウ 市民開放タイプ 

   森林経営計画の地域住民への開示や市町村、市民グループとの協定に基づき所有森

林を市民へ開放する森林所有者等が森林整備を実施する事業とする。 

 

 

（３）事業主体 

ア 森林空間総合整備事業 

   県、市町村 

イ 絆の森整備事業 

（ア）市民参加型整備 

ａ 行政支援タイプ 

     都道府県、市町村 

行政支援
タイプ

市民主導
タイプ

市民解放
タイプ

全国計画調査 〇 〇 〇
共生環境整備 〇 〇 〇 〇 〇 〇
付帯施設整備 〇 〇 〇 〇 〇 〇
林内歩道等整備 〇 〇 〇 〇 〇 〇
用地等取得 〇 〇 〇 〇

区分
市民参加型森林整備

森林空間総合整備事業

森林環境教
育促進整備

森林健康促
進整備

絆の森整備事業

野生生物共
生林整備



ｂ 市民主導タイプ 

     森林経営計画の認定を受けた者（森林所有者及び森林組合その他の林業事業 

体を除く。）及び特定非営利活動法人等 

ｃ 市民開放タイプ 

森林所有者等のうち森林経営計画の認定を受けた者又は市町村との森林整備に

関する協定を締結した森林所有者 

（イ）野生生物共生林整備 

    都道府県、市町村、森林所有者、森林組合等、森林整備法人等（森林整備法人、

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８号）第２条第

１項に規定する法人（造林を行うことを主たる目的としている法人であって、地方

公共団体がその社員であるもの又は地方公共団体がその基本財産の全部若しくは一

部を拠出しているもの。）をいう。以下同じ。）、特定非営利活動法人等、森林所有者

の団体（森林法施行令第１１条第８号に規定する団体をいう。以下同じ。）及び森林

経営計画の認定を受けた者。ただし、（１）のオについては県及び市町村に限るもの

とする。 

（４）事業規模等 

   森林空間総合整備事業にあってはおおむね５０ヘクタール以上のまとまりがある森

林、絆の森整備事業にあっては１施行地の面積が０．１ヘクタール以上かつ５ヘクタ

ール以上のまとまりがある森林で行うものとする。 

 

４ 機能回復整備事業 

  本事業は、実施要綱に規定する機能回復整備事業を特定森林造成事業として次により

実施するものとする。 

（１）事業内容 

ア 人工造林 

   １の（１）のアに準ずる。 

イ 樹下植栽等 

   １の（１）のイに準ずる。 

ウ 下刈り 

   １の（１）のウに準ずる。 

エ 雪起こし 

   １の（１）のエに準ずる。 

オ 倒木起こし 

   １の（１）のオに準ずる。 

カ 枝打ち 

   １の（１）のカに準ずる。 

キ 除伐 

   １の（１）のキに準ずる。 

ク 保育間伐 

   １の（１）のクに準じる。 



ケ 間伐 

   ⅩⅡ齢級以下（ただし、地域の標準的な施業における本数密度をおおむね５割上回

る森林及び立木の収量比数がおおむね 100 分の 95 以上の森林についてはこの限りで

ない。）の林分で行う、適正な密度管理等を目的とする不用木（侵入竹を含む。）の除

去及び不良木の淘汰とする。 

コ 更新伐 

   ⅩⅧ齢級以下の林分（長期育成循環施業による場合はⅩ齢級以上の場合に限る。）で

行う、育成複層林の造成及び育成並びに人工林の広葉樹林化の促進、天然林の質的・

構造的な改善のための適正な更新を目的とする不用木（侵入竹を含む。）の除去、不良

木の淘汰、支障木やあばれ木等の伐倒及び巻枯らしとする。 

サ 花粉発生源対策植替え 

   花粉発生源となっている林分において行う立木の伐倒、搬出集積、地拵え、花粉症

対策苗木等による植栽とする。 

シ 特定林地改良 

   林木の生長が不良な土地の土壌条件を改良することにより、森林の生産力を回復さ

せることを目的として行う地拵え、植付け（土壌改良木の植付け及び緊急性の高い場

合の大苗の植付けを含む。）播種、施肥（石灰及び稲わらの施用を含む。）とする。 

なお、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する

法律（平成５年法律第７２号）の第２条第１項に規定する特定農山村地域の林木の育

成に適さない水田跡地の耕作放棄地等において行う場合は、不透水層の破砕、簡易な

排水工、客土、盛土及び土留工等を事業内容に加える。 

ス 付帯施設等整備 

（ア）林木被害防止施設等整備 

    多様な森林の造成・保全を目的として行う林木被害の防止等に必要な施設等の整

備とする。 

（イ）林内作業場及び林内かん水施設整備 

    １の（１）のサの（イ）に準ずる。 

（ウ）生育環境補完整備 

    造林木の確実かつ早急な成長確保を図るために行う筋工及び伏工等簡易な工作物

の設置とする。 

（エ）荒廃竹林整備 

    周辺の森林を被圧しつつある荒廃竹林の整備とする。ただし、ア～シのいずれか

の施業の周辺森林において当該施業と一体的に実施するものに限ることとし、全体

事業量の中で荒廃竹林整備の事業量がア～シの施業に係る事業量を超えないものと

する。 

セ 森林作業道整備 

森林作業道の開設及び改良であって、ア～シのいずれかの施業と一体的に実施され

るものとする。 



   
（２）対象事業の範囲 

ア 特定林地改良 

   森林の生産力の回復又は水田跡地の耕作放棄地等の林地化の促進を目的として、土

壌条件の改良及び土壌改良木を含む苗木の植栽等を行う事業とする。 

イ 耕作放棄地等森林造成 

   耕作放棄地等の現に森林状態ではない箇所を対象に、緊急かつ計画的に森林造成を

行う事業とする。 

ウ 花粉発生源対策促進事業 

   花粉の少ない森林への転換を目的として、花粉発生源となっているスギ及びヒノキ

人工林を対象に、花粉症対策苗木等による植替えを行う事業とする。 

（３）事業主体 

ア 特定林地改良 

   県、市町村、森林所有者、森林組合等、森林整備法人等及び森林所有者の団体 

イ 耕作放棄地等森林造成 

   県、市町村 

ウ 花粉発生源対策促進事業 

   県、市町村、森林所有者、森林組合等、森林整備法人等、特定非営利活動法人等、

森林所有者の団体、森林経営計画の認定を受けた者、特定間伐等促進計画において特

定間伐等の実施主体に位置付けられた者 

（４）事業規模等 

   １施行地の面積が０.１ヘクタール以上の森林で行うものとする。 

 

特定林地改良
耕作放棄地等
森林造成

花粉発生源対
策促進事業

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

林木被害防止施設等整備 〇 〇 〇

林内作業場及び林内かん水施設整備 〇 〇

生育環境補完整備 〇

荒廃竹林整備 〇 〇 〇

〇 〇 〇森林作業道整備

除伐

保育間伐

間伐

花粉発生源植替え

更新伐

特定林地改良

特定森林造成事業

付
帯
施
設
等

整
備

区分

樹下植栽等

人工造林

下刈り

雪起こし

倒木起こし

枝打ち



５ 農業用水保全の森づくり事業及び漁場保全の森づくり事業 

  本事業は、農山漁村地域整備交付金において、農山漁村地域整備交付金実施要綱（平

成２２年４月１日付２１農振第２４５３号農林水産事務次官通知）第２に規定する事業

について、２の規定に準じて実施するものとする。 

 

６ とっとり環境の森づくり事業 

  本事業は、要綱に規定するとっとり環境の森づくり事業を次により実施するものとす

る。なお、事業実施期間は令和４年度までとする。 

（１）事業内容 

ア 保安林間伐等 

   １から５までのいずれかの事業（以下この項において「対象事業」という。）により

保安林において実施する除伐、保育間伐、間伐の事業内容（不用木の除去、不良木の淘

汰、搬出集積（以下この項において「間伐等」という。）並びに森林作業道の開設及び

改良（以下この項において「森林作業道開設等」という。）に限る。）とする。 

イ 普通林間伐等 

   対象事業により普通林において実施する除伐、保育間伐、間伐とする。 

ウ 竹林対策 

   対象事業により実施する竹林の林種転換（竹の伐倒・除去、地拵え、植付け、播種、

施肥）、下刈り、造林地へ侵入している竹の駆除とする。 

エ 森林再生のための再造林 

   対象事業により実施する誘導伐（モザイク林誘導型）施行地における地拵え、植付

け、播種、施肥、雑草木の除去及び雪圧倒伏木の倒木起こしとする。 

（２）事業主体 

  対象事業で規定する事業主体とする。ただし、市町村（森林所有者の委託を受けて事

業主体となる場合を除く。）及び造林公社を除く。 

（３）事業規模等 

  対象事業で規定する事業規模等とする。ただし、森林作業道開設等にあっては、その

森林作業道開設等により実施する間伐等の面積が０．５ヘクタール以上（森林所有者が

自ら間伐等を施行した場合を除く。）とする。 

 

７ 皆伐再造林推進事業 

  本事業は、要綱に規定する皆伐再造林推進事業を次により実施するものとする。なお、

事業実施期間は令和７年度までとする。 

（１）事業内容 

   再造林に限り、植栽樹種に関わらず１から５までのいずれかの事業（以下この項に

おいて「対象事業」という。）により行う植栽、下刈り、雪起こし、枝打ち及びそれら

と一体的に行う森林作業道の整備とする。 

なお、査定係数９０及び１１０を適用する施行地を除く。 

（２）事業主体 

  対象事業で規定する事業主体とする。 



（３）事業規模等 

  １施行地の面積が０.１ヘクタール以上の森林で行うものとする。 

 

第２ 事業計画等 

１ 森林環境保全整備事業計画の作成等 

（１）事業計画の作成 

ア 森林環境保全整備事業を実施しようとする知事は、地域における森林の状況、地域

住民の森林に対する要請、事業実施体制等を把握したうえで、市町村森林整備計画の

達成に資するものとして、森林環境保全直接支援事業、特定森林再生事業のうち森林

緊急造成及び重要インフラ施設周辺森林整備についての森林環境保全整備事業計画

（以下「事業計画」という。）を作成するものとする。 

イ 事業計画の計画期間は５年間とする。 

ウ 知事は、事業計画の作成に当たっては、林業者、森林組合その他の関係団体の意見

を聴くとともに、市町村森林整備計画の達成に資するものとなるよう関係市町村と協

議調整を図り、市町村長の同意を得るものとする。 

（２）実施計画の作成等 

ア 知事は、毎年度、翌年度に実施する森林環境保全整備事業に関する計画（以下「実

施計画」という。）を作成するものとする。 

イ 県は、林野庁長官の内示があった場合には、別に定める方法により東部農林事務所

八頭事務所長、中部総合事務所長、西部総合事務所長、西部総合事務所日野振興セン

ター所長（以下、地方事務所長）、造林公社等への補助金額を決定するものとする。 

ウ 年度途中において実施計画を変更する場合は、ア及びイの規定を準用するものとす

る。 

 

２ 事前計画の作成等 

（１）森林環境保全直接支援事業 

ア 森林環境保全直接支援事業の事業内容のうち、人工造林、間伐、更新伐及び森林作

業道整備について補助を受けようとする者は、あらかじめ当該補助を受けようとする

人工造林、間伐、更新伐及び森林作業道整備の実施予定時期、実施予定箇所及び概算

事業量並びに当該実施予定箇所周辺の森林における既設の林内路網の状況及び林内路

網の整備の目標等を記載した計画（以下「事前計画」という。）を作成し、地方事務所

長に次の期限までに提出するものとする。 

（ア）事業を実施する前年度の３月２０日 

（イ）（ア）の事前計画に実施予定箇所が新たに追加される場合にあっては、事業着手前 

イ 地方事務所長は、（１）により提出のあった事前計画に記載された事業が第１の１の

事業内容、事業主体及び事業規模等となることを確認するとともに、計画的かつ効率

的に実施されるよう、必要に応じ、当該事前計画を提出した者に対する指導を行うも

のとする。 

ウ 地方事務所長は、（１）により提出のあった事前計画に記載された内容を随時とりま

とめ、管内における森林環境保全直接支援事業に係る間伐等の事業量や間伐材の供給



量の見通し等を明らかにするよう努めるものとする。 

（２）農山漁村地域整備交付金 

ア 第１の４の（１）のサ及びサと一体的に実施するスの（ア）並びにセについて、交

付を受けようとする者は、あらかじめ当該交付を受けようとする事業の実施予定箇所、

実施予定時期及び概算事業量等を記載した事前計画を作成し、地方事務所長又は森林

づくり推進課長に提出するものとし、具体の内容については以下によるものとする。 

（ア）事前計画の計画期間は、少なくとも、交付を受けようとする立木の伐倒から植

栽までの施業の実施予定年度（森林作業道整備のうち一体的に実施することとさ

れている施業に先行して実施するものについては当該森林作業道整備の実施予定

年度から当該施業の実施予定年度までの期間）を含むものとする。 

（イ）事前計画においては、次の事項を記載又は適切な縮尺の図面に図示するものと 

する。 

ａ 事前計画の計画期間内に実施が見込まれる花粉発生源植替えの年度別、伐倒、

搬出集積、地拵え、植栽別の実施面積（概数）及び伐採木の搬出材積（概数）並び

に出材予定時期、当該事業に係る作業システム、植栽する苗木の樹種及び品主 

ｂ 事前計画の計画期間内に実施が見込まれる林木被害防止施設等整備の年度別、

事業内容別の位置及び事業量（概数） 

ｃ 事前計画の計画期間内に実施が見込まれる森林作業道整備の年度別、開設、改

良の別の位置及び延長（概数）、当該森林作業道を管理する権原を有する者並びに

事業予定区域内の林内路網密度の現状 

ｄ 施業を実施する林分を対象とする森林経営計画の作成の有無、森林経営計画が

作成されている場合はその認定番号、森林経営計画が作成されていない場合は当

該施業を実施する林分が存する林班内又は森林法施行規則第 33 条第１号ロに定

める区域内における森林経営計画の作成状況及び今後の計画作成に向けた取組方

針 

（ウ）第１の４の（１）のサについて交付を受けようとする者は、植栽する苗木が花

粉症対策苗木等であり、かつコンテナ苗であることを明らかにするため、苗木生

産者への苗木発注書等の書類を事前計画に添付しなければならない。 

（エ）地方事務所長又は森林づくり推進課長は、事前計画の内容について、交付要件

に適合する見込みがあるか、林内路網と事業予定箇所との位置関係が適切である

か、事業に係る作業システム等から見て施業が効率的に実施し得るか、事業予定

箇所周辺における鳥獣被害を踏まえて造林木の適切な保護が講じられているか等

について確認し、必要に応じ、当該事前計画を提出した者に対する指導を行うも

のとする。 

 

３ 森林基盤整備事業計画の作成等 

（１）事業計画の作成等 

ア 農山漁村地域整備交付金の森林整備事業を実施しようとする知事又は市町村長は、

地域における森林の状況、地域住民の森林に対する要請、事業実施体制等を把握した

上で、森林法第１０条の５に基づき策定された市町村森林整備計画の達成に資するも



のとして、様式第１号により森林基盤整備事業計画(以下「整備事業計画」という。）

を作成するものとする。 

イ  知事又は市町村長は、事業計画の作成に当たっては、林業者、森林組合その他の関

係団体の意見を聴くものとする。また、市町村長が整備事業計画を作成する場合は、

必要に応じ、県の担当部局と協議調整を図るものとする。 

ウ 整備事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

（ア）事業主体及び事業計画地の現況 

（イ）事業内容及び事業量 

（ウ）その他事業の実施に必要な事項 

（２）整備事業計画の提出及び変更 

ア 市町村長は、知事に様式第２号により整備事業計画を提出するものとする。 

イ 知事は、整備事業計画を自ら作成したとき又は市町村長からアの申請を受理したと

きは、林野庁長官に様式第３号により整備事業計画を提出するものとする。 

ウ 整備事業計画の重要な部分の変更を行うときは、ア及びイの規定を準用するものと

する。なお、この場合、様式第４号により、その変更理由及び変更内容を記載した変

更理由書を添付するものとする。 

エ ウに規定する「整備事業計画の重要な部分の変更」とは、次に掲げるものとする。 

（ア）事業計画地の変更 

（イ）林道の新設又は廃止 

（ウ）整備事業計画の対象事業全体における次の項目ごとの３割を超える増減 

ａ 林道の開設延長 

ｂ 森林作業道の開設延長 

ｃ  上記以外の森林整備の面積 

 

４ 農業用水保全の森づくり事業の事業計画等 

  農山漁村地域整備交付金において農業用水保全の森づくり事業を実施する知事は、第

２の１の規定に準じて整備事業計画の作成等を行う。 

 

５ 漁場保全の森づくり事業の事業計画等 

  農山漁村地域整備交付金において漁場保全の森づくり事業を実施する知事は、第２の

１の規定に準じて整備事業計画の作成等を行う。 

 

第３ 県の助成 

 県は、事業主体に対し、予算の範囲内において別に定めるところにより補助するものと

する。 

 

第４ 維持管理 

１ 本要領に基づき実施した施設の維持管理を行う者は、原則として事業主体とする。 

 

２ 当該事業主体は、自らこれを管理し又は他の地方公共団体、森林組合若しくは生産森



林組合を指定して管理を行わせることができるものとする。この場合において、他の地

方公共団体、森林組合又は生産森林組合を指定する場合には、あらかじめ地方事務所長

に届け出るものとする。 

 

３ 地方事務所長は、本要領に基づき実施した施設の維持管理について、その実施状況の

監督を行うものとする。特に、当該施設が台風や積雪等により被害を受けたことが想定

される場合は、事業主体に対して、速やかに現地を確認し、必要な補修等を行うよう指

導するものとする。 

 

第５ 事業の実施 

１ 事業内容等 

（１）第１の事業内容における搬出集積の範囲は、作業ポイントまでを含むものとする。 

（２）第１については、林野庁長官が承認した外国樹種以外の外国樹種の植栽及び播種並

びに知事が補助することが適当でないと認める事業を除く。 

（３）第１の事業内容における鳥獣害防止施設等整備については、食害防止チューブ、忌

避剤等を含むものとする。 

（４）第１の事業内容における森林作業道整備については、当該森林作業道整備と一体的

に実施することとされている施業に一定期間先行して実施することができる。 

（５）第１の事業内容における森林作業道整備については、事業実施後に当該森林作業道

を管理する権原を有する者を書面において明かにすること。 

（６） 第１の３及び４の事業内容における森林作業道の開設については、森林の間伐等の

実施の促進に関する特別措置法（平成２０年法律第３２号。）に規定する特定間伐等促

進計画に基づき必要な施業を行う場合に限り、施業の実施時期にかかわらず、一括し

て整備することができる。 

（７）第１の２の（１）、（２）及び（３）における協定については、本事業による施業の

実施後おおむね１０年間は皆伐を行わない旨を定めることとする。 

 

２ 検査 

（１） しゅん工検査 

ア 地方事務所長は、事業主体から要綱第５条第１項に基づく交付申請を受理したとき

は、速やかにしゅん工検査(以下「検査」という。)を行う。 

イ 検査は、申請の１施行地ごとに、鳥取県造林事業しゅん工検査内規（昭和５３年１

０月２３日付発造第３５３号鳥取県農林水産部長通知)によって行う。 

ウ 検査員は、検査の結果により様式第５号の造林事業しゅん工検査調書を作成し、押

印又は署名するものとする。 

エ 造林事業検査調書は、市町村又は申請者ごとに一括し、申請書等とともに事業終了

後の翌年度から起算して５年間保管する。 

（２）検査結果 

  規則第１６条第２項の規定による通知は、様式第５号の造林事業しゅん工検査調書の

写しを添付して行うものとする。ただし、造林事業しゅん工検査調書の作成が速やかに行え



ない場合は、検査の合否とは別に通知するものとする。 

検査の結果、当該施行地が本要領及び本要領に基づく規定に適合しないものであると

きは、不合格とし次の内容を申請者に通知するものとする。 

ア 不合格の内容及びその理由 

イ 交付申請の再提出ができる場合は、その提出期限（２０日を限度とする。） 

（３）前号のイの規定に基づき交付申請が再提出された場合、再検査を行うものとする。 

（４）前各号の規定は、要綱第１３条第１項に基づく完了届けを受理した場合に準用

する。この場合において、前各号の「交付申請」とあるのは「完了届」と読み替えて

準用する。 

 

３ 補助区分 

特定森林造成事業を次のとおり区分する。 

ア 造林未済地緊急造林 

   第１の４の（２）のウに定めるもの 

イ 耕作放棄地等森林造成 

（ア）施業実施協定造林 

    森林法第１０条の１１の第１項の規定に基づく施業実施協定に基づいて行うもの

（公益的機能別施業森林区域内に存する森林に限る。） 

（イ）保安林等造林 

    保安林、自然公園特別地域その他法令等により施業制限を受ける森林で行うもの 

（ウ）分収林造林 

    分収林特別措置法（昭和３３年法律第５７号）第２条及び国有林野の管理経営に

関する法律（昭和２６年法律第２４６号）第９条に基づき、昭和６２年度以降に契

約・設定された分収林において、地方公共団体又は森林整備法人が契約当事者かつ

事業主体となって行うもの（公的機能別施業森林区域以外の区域内に存する森林に

限る。） 

（エ）森林整備協定造林 

    森林法第１０条の１３の規定に基づく森林整備協定に基づいて行うもの 

（オ）普通造林 

    （ア）～（エ）以外のもの 

 

４ 森林保険 

  地方事務所長、森林づくり推進課長は、事業の実施に当たって、施行地の森林保険加

入を基本として、森林所有者等の指導に努めるものとする。 

 

５ 工程分析調査への協力について 

  事業主体は、作業工程の設定又は見直しのために行われる調査について、協力するよ

う努めるものとする。 

 

第６ 長期育成循環施業団地における協定の締結について 



１ 長期育成循環施業団地を設定した市町村長は、様式第６号により長期育成循環施業団

地の調書を所管の地方事務所長に報告するものとする。 

 

２ 長期育成循環施業団地において、市町村長と森林所有者とが協定する協定書について

は、様式第７号を模範例として作成し協定を締結した市町村長は、所管の地方事務所長

に様式第８号により報告するものとする。 

 

第７ その他 

１ 書類の経由 

  この要領に基づき、市町村長が知事に提出する書類は地方事務所長を経由して行うも

のとする。 

 

２ 令和元年度補正予算（第１号）のうち合板・製材・集成材国際競争力強化・輸出促進

対策として実施するものの対象区域及び事業内容 

合板・製材・集成材国際競争力強化対策実施要綱別記１の第２に規定する体質強化計 

画の事業対象区域内において実施する森林環境保全直接支援事業の人工造林、下刈り、

間伐（体質強化計画の対象とする木材加工流通施設に安定的に木材を供給する場合に

限る。）、付帯施設等整備及び森林作業道整備とする。 

 

３ 令和元年度予算及び令和２年度予算（臨時・特別の措置分に限る。）における対象区域

及び事業内容 

「防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」（平成３０年１２月１４日閣議決

定）における国土強靭化森林対策（流木対策及び森林整備対策に限る。）の緊急対策箇所

で実施する森林環境保全直接支援事業、特定森林再生事業とする。 

 

４ 令和２年度補正予算（第３号）における事業の対象区域及び内容 
（１）合板・製材・集成材国際競争力強化・輸出促進対策実施要綱別記１の第２に規定す

る体質強化計画の事業対象区域内において実施する森林環境保全直接支援事業の人工造

林、下刈り、間伐（体質強化計画の対象とする木材加工流通施設及び高度加工処理施設

に木材を供給する場合に限る。）、付帯施設等整備及び森林作業道整備とする。 
（２）「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」（令和２年１２月１１日閣議

決定）の山地災害危険地区等における森林整備対策（森林環境保全直接支援事業及び特

定森林再生事業にあっては、山地災害危険地区、重要インフラ施設周辺の森林等のうち

特に緊要度の高い区域において治山対策と連携して実施するもの又は流域治水の取組と

連携して実施するものに限る。）並びに令和２年７月豪雨による被害を受けた森林におい

て実施する森林環境保全直接支援事業及び特定森林再生事業とする。 
 
５ その他  
  この要領に定めない事項については、別に定めるものとする。 
 



附 則 
この改正は、令和３年６月２３日から施行し、令和３年度事業から適用する。 



様式第１号

１　森林基盤整備事業（森林整備事業）の基本方針・目標

２　事業主体及び事業計画地の現況

３　事業量 (単位：ha, m, 個)
機能回

復
整備事

業
森林空
間総合
整備事

業

絆の森
整備事

業

特定森
林

造成事
業

路線数

事業量(m)

路線数

事業量(m)

路線数

事業量(m)

路線数

事業量(m)

路線数

箇所数

路線数

事業量(m)

路線数

箇所数

路線数

箇所数

路線数

箇所数

路線数

箇所数

林業施設用地整備 箇所数

路線数

事業量(m)

地域創造型整備

（注）１　共生環境整備事業の施設は、「施設等」の欄に列挙すること

　　　２　 「間伐等」には、間伐、除伐、保育間伐、更新伐を含む。
　　　３　地域創造型整備については、備考欄に内容の詳細を記載し、その内容に応じた事業量を記載すること。

都道府県
計画期間

○○（県・市町村・地区）森林基盤整備事業計画

　　　　　　事業名

事業内容

育 成
林 整
備 事
業

共生環境整備
事 業

林 道
改 良
事 業

林道点
検診
断・保
全整備
事業

フォレ
スト・
コミュ
ニティ
総合整
備事業

山のみ
ち地域
づくり
交付金
事業

備考

人工造林、樹下植栽等

間伐等

花粉発生源植替え

森林作業道整備

その他保育

施設等

合計

森林基幹道開設

森林管理道開設

作業ポイント整備

接続路整備

森林作業道開設

林業専用道開設

森林施業道開設

林道改良

（うち舗装）

点検診断

保全整備



様式第２号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       番　　号　
                                                               年 月 日

　鳥取県知事　様

                     　　　                         市町村長 

　　　○○市（町村）森林基盤整備事業計画の提出について

                                    記

　１　○○（市町村・地区）森林基盤整備事業計画
　２　参考資料

　（注）事業計画書の様式は、様式第１号による。

　農山漁村地域整備交付金実施要領別紙６の第５の２に基づき、○○
（市町村・地区）森林基盤整備事業計画を下記のとおり提出します。



様式第３号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       番　　号　
                                                               年 月 日

　林野庁長官　様

                                               　　　鳥取県知事

　　　森林基盤整備事業計画の提出について

                                    記

１　鳥取県内の森林基盤整備事業計画
　  （○○市、△△町、□□村）

　（注１）該当する市町村の事業計画（様式第１号）を添付する。

　農山漁村地域整備交付金実施要領別紙６の第５の２に基づき、鳥取県
に係る森林基盤整備事業計画を下記のとおり提出します。



様式第４号                                                                 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       番　　号　
                                                               年 月 日  
                                                                          
　鳥取県知事　様
 （林野庁長官）

                                              　　　市町村長
　                                          （都道府県知事）

　　　○○市（町村）森林基盤整備事業計画（変更）の提出について
     

                                    記

　１　市町村名
　２  関係資料（別添）
　（１）市（町村）森林基盤整備事業計画の変更の理由
　（２）市（町村）森林基盤整備事業計画の変更内容
　（３）市（町村）森林基盤整備事業計画表（変更計画）

　（注）事業計画書の様式は、様式第１号による。

　（元号）○○年○○月○○日付○○第○○号で提出した○○（都道府
県・市町村・地区）森林基盤整備事業計画について、内容を変更したの
で（別添のとおり○○市町村長から内容を変更した旨、提出があったの
で）、農山漁村地域整備交付金実施要領別紙６の第５の２に基づき、下
記のとおり提出します。



　様式第５号

大　字 字 地　番 事業細目 補助区分 樹　種 面　積 本　数 搬出材積 検査 検査 現地確認

件　数 面　積 本　数 搬出材積 経　費 補助金 国　費

(注)１

２

３

４

５

６

７

８

９ 　検査員職氏名は、署名による場合は押印を省略することができる。

造林事業しゅん工検査調書

地 方 機 関 事 業 主 体 事 業 名 市町村

補助金 国　費
申　請
番　号

枝番

施 行 地 検 査 結 果
標準
単価

間接費率

検査員職氏名　印 検査年月日

備考

現地確認

計

査定
係数

補助対象
経費

補助率
実質
補助率

地番等の
確認方法

　事業名は、森林環境保全直接支援事業、特定森林再生事業、共生環境整備事業、機能回復整備事業、農業用水保全の森づくり事業、漁場保全の森づくり事業、の区分を記入すること。

　事業細目は、人工造林、樹下植栽、下刈り、雪起こし、除伐、間伐、更新伐等の区分を記入すること。

　補助区分は、クヌギ等造林、広葉樹林整備、保全松林、とっとり環境の森づくり等の区分を記入すること。

　森林作業道は、面積欄に延長を記入するとともに、備考欄に「森林作業道」と記入すること。

　補助率は、県単独上乗せの対象となる施行地の場合、国規定補助率と当該上乗せ補助率を合わせた補助率を記入すること。

　地番等の確認方法は、森林所有者及び地番の確認方法を記載すること。（例：森林簿による確認・・・「森林簿」、森林経営計画による確認・・・「経営計画」等）

　鳥取県造林事業しゅん工検査内規（以下、検査内規）第７条第１項の規定により、現地確認を省略した施行地については、備考欄に「現地省略」と記入すること。

　検査内規第３０条の規定により現地確認を行った施行地については、備考欄に「現地確認」と記入すること。



様式第６号

番 号

(元号)年月日

（職名）　様

市 町 村 長

　　　（元号）　　年度長期育成循環施業団地の設定について（報告）

　このたび、下記の長期育成循環施業団地を設定しました。

記

○○○長期育成循環施業団地（団地の概要は、別紙のとおり。）

○○○長期育成循環施業団地（団地の概要は、別紙のとおり。）



（別紙）

１　団地の所在

　（　　）市町村（　　）地区（大字程度を記入のこと。）

２　資源構成等

（単位：ha）

Ⅰ～Ⅲ Ⅳ～Ⅶ Ⅷ～Ⅸ Ⅹ ⅩⅠ ⅩⅡ ⅩⅢ ⅩⅣ ⅩⅤ ⅩⅥ ⅩⅦ ⅩⅧ ⅩⅨ以上 計

人工林

天然林

その他

計

３　団地要件

　(1) 団地面積　　　　ha

　(2) 長期育成循環施業を行おうとする面積　　　　ha

４　附属資料

○○○長期育成循環施業団地調書

　　団地位置図（原則として、1/5,000の地形図相当図に、団地区域、Ⅹ齢級以上の森林及び長期育成循環施業を行おうとする区域を表示
　すること。）



様式第７号

（目的）

（名称）

（区域及び面積）

(乙の責務)

第４条　乙は、別紙１に定める森林について次に掲げる条件を遵守するものとする。

（甲の責務）

（その他）

　上記協定の締結に同意します。

　　　（元号）○○年○○月○○日

甲　○○市（町村）長　○○○○

乙　代表 住所

氏名　　

　(3) 誘導伐（個別林分型）を実施した森林については、施業実施の翌年度から起
　　算して最低１５年間は別紙２に定める立木の材積を下回ることとなる伐採は行
　　わないこととする。

　(4) 誘導伐(モザイク林誘導型)を実施した森林については、施業実施の翌年度か
　　ら起算して５年間は伐区の隣接区域において誘導伐を実施しないこととする。

第５条　甲は、第４条の森林施業が計画的に実施され協定の目的が達成されるよう
　助言、勧告等必要な措置を講じるものとする。

第６条　この協定の変更又は廃止は、甲乙の合意によらなければならない。

２　甲は、乙が第４条第２号の必要な措置を講じなかった場合、同条第３号の当
　該森林が維持すべき立木材積を下回ることとなる伐採を行った場合、同条第４号
　の伐区の隣接区域において誘導伐を行った場合及び別紙２で定めた施業を実施し
　なかった場合は、協定の違反とみなし、必要な措置をとることができるものとす
　る。ただし、災害その他特別な事由によりやむを得ないと甲が認めた場合はこの
　限りでない。

○○地区長期育成循環施業協定

第１条　この協定は、○○市（町村）長（以下「甲」という。）が別紙１に指定す
　る○○地区森林所有者（以下「乙」という。）の一団の森林（以下「○○地区長
　期育成循環施業団地」という。）において、長期育成循環施業を計画的に実施し､
　もって森林の公益的機能の高度発揮が図られるよう、森林所有者との合意の下、
　誘導する将来的な森林状態、施業の方法、時期、必要な作業路網その他の施設の
　設置に関する事項等を定め、これらに基づいた確実な森林施業を推進することを
　目的とする。

第２条　この協定は、「○○地区長期育成循環施業協定」（以下「協定」という。)
　と称する。

第３条　協定の目的となる森林の区域及びその面積等は別紙１に定めることとする。

　(1) 別紙２に定める、施業方針、森林施業の種類、実施方法及び時期等を遵守し､
　　森林整備が実施されるよう努めることとする。

　(2) 下層木の更新を目的とした上層木の伐採（以下「誘導伐」という。）後は当
　　該施業実施年度の翌年度から起算して２年以内に更新に必要な措置を講じるこ
　　ととする。



整理番号 氏 名住 所

同 意 書



別紙１

○○地区長期育成循環施業団地の区域面積等

所有者名 林小班 面　積 樹　種 林　齢

ha

別紙２

１　施業方針（体系）

　　（導入する将来的な森林の姿（樹種構成、針葉樹林、針広混交林））

２　森林施業の実施面積

林小班 面　積

ha

注)誘導伐(モザイク林誘導型)の場合は、「維持すべき立木材積」の記載は要さない。

３　森林施業に必要な施設の設置等

実施主体 管理主体 備　考

所 在 地 備 考

森林所有者 施業実施方法等 実施予定時期
維持すべき
立木材積

名 称 開 設 等 工 事 期 間 等

路
網
の
整
備
等



様式第８号

　（職名）様

　　　長期育成循環施業団地における協定の締結について（報告）

　このことについて、協定の締結状況は下記のとおりです。

記

団地名 団地面積

長期育成
循環施業
を行おう
と す る
面　　積

協定対象
面　　積

協定締結
森林所有
者　　数

締　　結
年 月 日

備　　考

番 号

（元号）年 月 日

市 町 村 長


